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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自 令和２年
　　１月１日
至 令和２年
　　６月30日

自 令和３年
   １月１日
至 令和３年
   ６月30日

自 令和４年
   １月１日
至 令和４年
   ６月30日

自 令和２年
   １月１日
至 令和２年
   12月31日

自 令和３年
   １月１日
至 令和３年
   12月31日

売上高 (千円) 1,132,878 1,720,842 1,951,263 2,745,437 3,774,016

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △264,728 130,134 203,648 △160,073 435,569

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する
中間(当期)純損失(△)

(千円) △156,125 91,539 136,449 △447,075 253,396

中間包括利益又は
包括利益

(千円) △165,315 106,546 143,270 △427,115 246,431

純資産額 (千円) 3,599,831 3,444,578 3,727,734 3,338,032 3,584,463

総資産額 (千円) 9,669,745 9,773,454 9,924,412 9,830,091 10,132,276

１株当たり純資産額
(Ａ法)

(円) 50,150.90 48,035.51 52,009.58 46,526.99 50,005.07

１株当たり純資産額
(Ｂ法)

(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) △2,174.54 1,276.24 1,903.62 △6,228.50 3,533.52

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.23 35.24 37.56 33.96 35.38

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △187,423 △561 △79,566 386,392 464,369

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △16,343 △12,654 △11,843 △24,030 △27,335

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 298,355 △39,993 △81,479 329,869 △40,108

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 456,501 1,000,935 1,278,181 1,054,144 1,451,070

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
482 574 600 498 603

(54) (47) (44) (52) (43)
 

(注) １ １株当たり純資産額(Ａ法)については、純資産額を普通株式と優先株式との合計の発行済株式数で除して算

定しております。

２ １株当たり純資産額(Ｂ法)については、純資産額から普通株主に帰属しないと認められる額を控除した額

を、普通株式の発行済株式数で除して算定しております。

なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、優先株式に対する優先分配相当額であります。

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４ 従業員数は就業人員数を表示しております。

５ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を当中間連結会計期間の期首から

適用しており、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計会計基準等を適用した後

の指標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第23期中 第24期中 第25期中 第23期 第24期

会計期間

自 令和２年
　　１月１日
至 令和２年
　　６月30日

自 令和３年
   １月１日
至 令和３年
   ６月30日

自 令和４年
   １月１日
至 令和４年
   ６月30日

自 令和２年
   １月１日
至 令和２年
   12月31日

自 令和３年
   １月１日
至 令和３年
   12月31日

売上高 (千円) 1,129,298 1,717,247 1,949,311 2,736,298 3,764,424

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △167,904 129,171 153,210 △64,662 360,345

中間(当期)純利益又は
中間(当期)純損失(△)

(千円) △162,165 109,322 110,672 △26,930 263,010

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株) 72,311 72,311 72,311 72,311 72,311

純資産額 (千円) 3,765,308 4,054,023 4,303,234 3,929,694 4,185,740

総資産額 (千円) 8,284,085 8,853,952 9,095,262 8,856,204 9,203,088

１株当たり純資産額
(Ａ法)

(円) 52,444.55 56,521.76 60,025.59 54,761.63 58,380.16

１株当たり純資産額
(Ｂ法)

(円) 0.00 0.00 107.24 0.00 0.00

１株当たり中間(当期)
純利益又は１株当たり
中間(当期)純損失(△)

(円) △2,258.17 1,523.83 1,543.66 △375.10 3,666.77

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 45.45 45.79 47.31 44.37 45.48

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(人)
196 242 252 197 260

(40) (37) (40) (39) (41)
 

(注) １ １株当たり純資産額(Ａ法)については、純資産額を普通株式と優先株式との合計の発行済株式数で除して算

定しております。

２ １株当たり純資産額(Ｂ法)については、純資産額から普通株主に帰属しないと認められる額を控除した額

を、普通株式の発行済株式数で除して算定しております。

なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、優先株式に対する優先分配相当額であります。

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４ 従業員数は就業人員数を表示しております。

５　「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を当中間会計期間の期首から適用

しており、当中間会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等と

なっております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

セグメントを作成していないため、事業所別の従業員数を示すと次のとおりであります。

 令和４年６月30日現在

事業所の名称 従業員数(人)

平成倶楽部鉢形城コース 115 (―)

レイク相模カントリークラブ 89 ( 3)

山田ゴルフ倶楽部 95 ( 1)

南茂原カントリークラブ 126 (34)

万木城カントリークラブ 94 ( 6)

日立高鈴ゴルフ倶楽部 49 (―)

提出会社(管理部門) 32 (―)

合計 600 (44)
 

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は当中間連結会計期間の平均人員を( )内に外数で記載しておりま

す。

 

(2) 提出会社の状況

 令和４年６月30日現在

従業員数(人) 252 (40)
 

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を( )内に外数で記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

現在、当社並びに連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好な状態であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

(1) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当中間連結会計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するため

の客観的な指標等に重要な変動はありません。

また、新たに定めた経営方針・経営戦略等又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等はありま

せん。

(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

 当中間連結会計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありま

せん。

 また、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

 
２ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があると認識している主要

なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませ

ん。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当中間連結会計期間における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」

という。) の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による活動制限が緩和され、景気は持

ち直しの動きが見られました。一方で、欧米各国のインフレ懸念に伴う金利の上昇と、それに伴う円安の進行や

ウクライナ情勢の長期化による資源価格の高騰等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

ゴルフ業界におきましては、年初の「まん延防止等重点措置」実施の影響もあり、厳しい状況が予想されまし

たが、ゴルフが比較的感染リスクの低いスポーツとして認知されていることで、若年層を中心にゴルフ人気が高

まり、来場者数は順調に推移しました。

このような状況の中、当社グループのゴルフ場では、新型コロナウイルス感染症拡大に対応して、お客様及び

従業員の安全確保、感染被害防止を考慮した運営を実施するとともに、サービスを中心とした「他コースとの徹

底した差別化」及び「顧客ニーズにあった営業企画の提供」に注力致しました。売上高及び利益面につきまして

は、企業コンペは戻りつつありますが、引き続きコンペパーティーが敬遠されているため、顧客単価全体を押し

下げているものの、若年層を中心としたプレーヤーの来場者数増加により、前年同期を大幅に上回りました。

その結果、全６コースの当中間連結会計期間における業績は、来場者数144,142人(前年同期比7.3％増)、売上

高1,951百万円(前年同期比13.4%増)、営業利益211百万円(前年同期比52.6%増)、経常利益203百万円(前年同期比

56.5％増)、親会社株主に帰属する中間純利益136百万円(前年同期比49.1％増)となりました。

目標とする経営指標等につきまして、当中間連結会計期間においては、来場者数の目標137,711人に対し

144,142人の実績(目標達成率104.7%)となっております。

当中間連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末と比較して207百万円減少し、9,924百万円となり

ました。当中間連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末と比較して351百万円減少し、6,196百万円

となりました。一方、当中間連結会計期間末の純資産の部合計は、前連結会計年度末と比較して143百万円増加

し、3,727百万円となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業収入の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、1,278百万円 (前連結会計年度末比11.9%減)となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当中間連結会計期間における営業活動により使用した資金は、79百万円(前中間連結会計期間は0百万円の使

用)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益208百万円あった一方、法人税等の支払額168百万円、未払

金の減少132百万円があったことなどによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、11百万円(前中間連結会計期間は12百万円の使

用)となりました。これは主に有形固定資産取得による支出があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動により使用した資金は、81百万円(前中間連結会計期間は39百万円の使

用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出70百万円があったことによるものであります。
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 ③ 生産、受注及び販売の実績

当社グループの実態に即した内容を記載するため、生産、受注及び販売の実績に代えて来場者数並びに売上高

を記載しております。なお、当社グループは単一のセグメントであるため、セグメントごとの記載を省略してお

ります。

 

a 来場者数

当中間連結会計期間のゴルフ場来場者数を事業所ごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業所の名称

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日) 前年同期比

(％)

営業日数(日) 総来場者数(人)

万木城カントリークラブ 177 31,778 106.5

日立高鈴ゴルフ倶楽部 169 16,512 110.2

南茂原カントリークラブ 176 24,520 106.7

レイク相模カントリークラブ 175 22,466 108.7

平成倶楽部鉢形城コース 177 26,275 107.9

山田ゴルフ倶楽部 176 22,591 105.0

合計 ― 144,142 107.3
 

 

b 売上高

当中間連結会計期間におけるゴルフ場営業収入及びその他の収入を事業所ごとに示すと次のとおりであります。

 

事業所の名称

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

ゴルフ場営業収入
(千円)

前年同期比
(％)

その他収入
(千円)

前年同期比
(％)

万木城カントリークラブ 319,767 116.4 198 97.3

日立高鈴ゴルフ倶楽部 103,096 115.7 27 100.0

南茂原カントリークラブ 327,820 123.1 217 99.1

レイク相模カントリークラブ 328,453 119.5 1,575 259.3

平成倶楽部鉢形城コース 403,407 111.7 1,535 120.8

山田ゴルフ倶楽部 298,228 108.6 97 100.0

その他(注) ― ― 166,839 93.9

合計 1,780,773 115.6 170,490 94.6
 

(注)　その他は、主に年会費及び名義書換料の収入であります。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。な

お、文中の将来に関する事項は、当中間連結会期間末現在において、当社グループが判断したものであります。

 

①　重要な会計方針及び見積

当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成

されており、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しております。

②　当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当中間連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末と比較して207百万円減少し、9,924百万円となり

ました。

流動資産は同171百万円減少し1,502百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の減少によるもので

す。

固定資産は同36百万円減少し8,422百万円となりました。この主な要因は、建物等の減価償却費の計上によるも

のです。

当中間連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末と比較して351百万円減少し、6,196百万円となり

ました。

流動負債は同270百万円減少し1,352百万円となりました。この主な要因は、未払金の減少によるものです。

固定負債は同80百万円減少し4,843百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少によるものであり

ます。

当中間連結会計期間末の純資産の部合計は、前連結会計年度末と比較して143百万円増加し、3,727百万円とな

りました。この主な要因は、利益剰余金の増加によるものであります。

経営成績については、「第２事業の状況　３経営者による財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

分析　(1)経営成績等の状況の概要　①財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第２事業の状況　２事業等のリスク」をご参照ください。

資本の財源及び資金の流動性について、当社グループの主要な資金需要は、労務費、経費、販売費及び一般管

理費等の営業費用並びに当社グループの設備改修等に係る投資であります。これらの資金需要につきましては、

自己資金及び借入金により資金調達を行うことを基本方針としております。

なお、キャッシュ・フローの状況の詳細は「第２事業の状況　３経営者による財政状況、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況分析　(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

 

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000

優先株式 99,740

計 199,740
 

(注) 当社定款第６条第２項に次のとおり規定しております。

当会社の発行する株式の総数は、199,740株とし、このうち、普通株式は100,000株、Ａ種優先株式は95,000株、

Ｂ種優先株式は4,740株とする。

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)

(令和４年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(令和４年９月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 60,000 60,000 非上場・非登録 (注)１，２，３

Ａ種優先株式 10,301 10,301 非上場・非登録 (注)２，３，４

Ｂ種優先株式 2,010 2,010 非上場・非登録 (注)２，３，５

計 72,311 72,311 ― ―
 

(注) １ 当社の普通株式は完全議決権株式であります。

２ 当社の普通株式、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式については、単元株制度は採用しておりません。

３ 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。

４ Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株式を有する株主に対しＡ種優先株式１株につき400,000円ま

では普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。

Ａ種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有し

ない。

(2) 議決権

Ａ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。

(3) 新株引受権等

Ａ種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行

うとき、これらの引受権を有しない。

(4) 会社法第322条第２項に規定する定款の定め

当社のＡ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないこと

を定款で定めてあることから、新たにＡ種優先株式を募集する場合において、既発行のＡ種優先株式の株主

を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。

(5) 議決権を有しないこととしている理由

当社が経営するゴルフ場の正会員となるために、所有することを要件としている株式であるためでありま

す。
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５ Ｂ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株式を有する株主に対しＢ種優先株式１株につき200,000円ま

では普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。

Ｂ種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有し

ない。

(2) 議決権

Ｂ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。

(3) 新株引受権等

Ｂ種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行

うとき、これらの引受権を有しない。

(4) 会社法第322条第２項に規定する定款の定め

当社のＢ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないこと

を定款で定めてあることから、新たにＢ種優先株式を募集する場合において、既発行のＢ種優先株式の株主

を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。

(5) 議決権を有しないこととしている理由

当社が経営するゴルフ場の平日会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであり

ます。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

令和４年１月１日～
令和４年６月30日

― 72,311 ― 100,000 ― 2,529,000
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(5) 【大株主の状況】

  令和４年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

㈱ネオ二十一 東京都港区新橋２―９―１ 60,206 83.98

㈱グリーンリンクス 東京都中央区銀座８―８―７ 239 0.33

㈱リバイブ 東京都中央区銀座７―６―19 127 0.18

㈱青葉 東京都中央区銀座７―６―19 94 0.13

前田建設工業㈱ 東京都千代田区富士見２―10―２ 89 0.12

㈱山田地建 東京都中央区銀座８―８―７ 52 0.07

岸田　誠 埼玉県さいたま市岩槻区 36 0.05

㈲ハルソフト 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－５－15－502 33 0.05

㈱リアル・サポート 東京都港区新橋２―８―14 29 0.04

㈱三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 25 0.03

計 ― 60,930 84.99
 

(注) 上記の他に、当社所有の自己株式621株があります。

 

なお、所有株式に係る議決権の個数は、以下のとおりであります。

  令和４年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の
議決権に対する
所有議決権数
の割合(％)

㈱ネオ二十一 東京都港区新橋２―９―１ 60,000 100.00

計 ― 60,000 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   令和４年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式

―

各種類の株式の内容は「１．株式等
の状況」の「(1) 株式の総数等 ② 
発行済株式」(注)に記載しておりま
す。

10,301
Ｂ種優先株式

2,010

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 60,000
 

60,000 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 72,311 ― ―

総株主の議決権 ― 60,000 ―
 

(注) 無議決権株式のうち、Ａ種優先株式507株、Ｂ種優先株式114株は自己株式であります。

 

② 【自己株式等】

    令和４年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(令和４年１月１日から令和４年６

月30日まで)及び中間会計期間(令和４年１月１日から令和４年６月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に

ついて、東日本監査法人により中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 ※3  1,451,348 1,278,181

  受取手形及び売掛金 167,379 136,634

  営業未収入金 6,104 6,639

  棚卸資産 22,970 22,205

  その他 25,506 58,609

  流動資産合計 1,673,309 1,502,270

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） ※2  1,290,065 ※2  1,253,346

   コース勘定 ※2  3,027,488 ※2  3,027,488

   土地 ※2  2,135,657 ※2  2,135,657

   リース資産（純額） 59,025 55,946

   その他（純額） ※2  404,880 ※2  401,020

   有形固定資産合計 ※1  6,917,117 ※1  6,873,458

  無形固定資産 8,183 8,033

  投資その他の資産   

   関係会社ゴルフ会員権 1,404,315 1,404,315

   長期貸付金 103,575 103,575

   長期未収入金 244,702 244,702

   その他 125,350 132,334

   貸倒引当金 △344,277 △344,277

   投資その他の資産合計 1,533,665 1,540,649

  固定資産合計 8,458,966 8,422,141

 資産合計 10,132,276 9,924,412
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 97,448 56,669

  1年内返済予定の長期借入金 ※2  123,250 ※2  126,000

  リース債務 21,155 21,279

  未払金 790,371 666,310

  未払法人税等 168,416 71,848

  賞与引当金 7,067 8,630

  その他 416,105 402,128

  流動負債合計 1,623,815 1,352,867

 固定負債   

  長期借入金 ※2  3,000,250 ※2  2,927,000

  リース債務 49,945 43,575

  退職給付に係る負債 150,775 151,014

  会員預り金 1,194,600 1,185,674

  長期未払金 528,426 536,546

  固定負債合計 4,923,997 4,843,810

 負債合計 6,547,812 6,196,677

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金 3,920,928 3,920,928

  利益剰余金 △436,984 △300,534

  自己株式 △5,942 △5,942

  株主資本合計 3,578,001 3,714,451

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,462 13,283

  その他の包括利益累計額合計 6,462 13,283

 純資産合計 3,584,463 3,727,734

負債純資産合計 10,132,276 9,924,412
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② 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

売上高 1,720,842 1,951,263

売上原価 1,430,629 1,592,108

売上総利益 290,212 359,155

販売費及び一般管理費   

 給料 70,607 74,130

 賞与引当金繰入額 1,627 2,013

 支払報酬 15,435 14,336

 賃借料 15,111 14,877

 その他 48,844 42,323

 販売費及び一般管理費合計 151,626 147,680

営業利益 138,586 211,474

営業外収益   

 受取利息及び配当金 780 926

 受取保険金 1,350 -

 販売奨励金 - 1,999

 助成金収入 - 1,150

 その他 2,066 1,668

 営業外収益合計 4,196 5,743

営業外費用   

 支払利息 12,396 12,527

 その他 251 1,042

 営業外費用合計 12,647 13,569

経常利益 130,134 203,648

特別利益   

 債務免除益 - 4,650

 助成金収入 700 -

 特別利益合計 700 4,650

特別損失   

 固定資産除却損 ※1  7 ※1  0

 特別損失合計 7 0

税金等調整前中間純利益 130,827 208,298

法人税、住民税及び事業税 39,287 71,848

中間純利益 91,539 136,449

非支配株主に帰属する中間純利益 - -

親会社株主に帰属する中間純利益 91,539 136,449
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

中間純利益 91,539 136,449

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 15,006 6,821

 その他の包括利益合計 15,006 6,821

中間包括利益 106,546 143,270

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 106,546 143,270

 非支配株主に係る中間包括利益 - -
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

　前中間連結会計期間(自 令和３年１月１日　至 令和３年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 100,000 3,920,928 △690,380 △5,942 3,324,605 13,426 13,426 3,338,032

当中間期変動額         

親会社株主に帰属す

る中間純利益
  91,539  91,539   91,539

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

     15,006 15,006 15,006

当中間期変動額合計 - - 91,539 - 91,539 15,006 15,006 106,546

当中間期末残高 100,000 3,920,928 △598,840 △5,942 3,416,145 28,432 28,432 3,444,578
 

 

　当中間連結会計期間(自 令和４年１月１日　至 令和４年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 100,000 3,920,928 △436,984 △5,942 3,578,001 6,462 6,462 3,584,463

当中間期変動額         

親会社株主に帰属す

る中間純利益
  136,449  136,449   136,449

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

     6,821 6,821 6,821

当中間期変動額合計 - - 136,449 - 136,449 6,821 6,821 143,270

当中間期末残高 100,000 3,920,928 △300,534 △5,942 3,714,451 13,283 13,283 3,727,734
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 130,827 208,298

 減価償却費 70,462 68,229

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,206 238

 賞与引当金の増減額（△は減少） 2,646 1,562

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △378 -

 受取利息及び受取配当金 △780 △926

 支払利息 12,396 12,527

 債務免除益 - △4,650

 受取保険金 △1,350 -

 助成金収入 △700 △1,150

 固定資産除却損 7 0

 売上債権の増減額（△は増加） △2,254 △4,971

 仕入債務の増減額（△は減少） △16,408 △40,779

 未払金の増減額（△は減少） △46,101 △132,206

 未払消費税等の増減額（△は減少） △95,532 340

 会員預り金の増減額（△は減少） △120 △1,790

 その他 △15,768 △5,285

 小計 35,740 99,439

 利息及び配当金の受取額 664 788

 保険金の受取額 1,350 -

 助成金の受取額 700 1,150

 利息の支払額 △2,086 △12,527

 法人税等の支払額 △36,929 △168,416

 営業活動によるキャッシュ・フロー △561 △79,566

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △12,654 △11,680

 差入保証金の差入による支出 - △163

 投資活動によるキャッシュ・フロー △12,654 △11,843

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 40,000 -

 長期借入金の返済による支出 △70,000 △70,500

 リース債務の返済による支出 △9,993 △10,979

 財務活動によるキャッシュ・フロー △39,993 △81,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,209 △172,888

現金及び現金同等物の期首残高 1,054,144 1,451,070

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1  1,000,935 ※1  1,278,181
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【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社数 8社

㈱二十一世紀新社

日本デベロ㈱

㈱五幸開発

㈱三友開発

㈱平成倶楽部

㈱レイク相模カントリークラブ

㈱山田ゴルフ倶楽部

日本浩観興業㈱

　

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数 1社

㈱山田地建

　

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

　

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

(a) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

総平均法による原価法

② 棚卸資産

(a) 商品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(b) 原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 
② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき中間連結会計期間負担額を計上しておりま

す。

 
(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退

職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
(5）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な業務における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

①　営業収入等

　顧客へのゴルフ場利用等に係るサービスの対価については、顧客から受け取るグリーンフィ等の総額を

サービス利用時に収益として認識し、また、ゴルフ用品や飲料などの販売による対価については、当該商品

を顧客に引き渡した時点で収益を認識しております。

②　名義書換手数料

　名義書換手数料については、名義書換等により会員資格を付与するものであり、入金後名義書換等の手続

完了時に収益として認識しております。

③　年会費収入

　年会費収入については、当該年会費に対応した期間にわたり収益を認識しております。

 
(6) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 
(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
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（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。また、当中間連結会計期間の損益に与える影響

はありません。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間連

結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、中間連結財務諸表に与える影響

はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ

ととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（令和２年３月６日内閣府令第９号）附則第６条第２項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連

結会計年度に係るものについては記載しておりません。
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(中間連結貸借対照表関係)

＊１ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

有形固定資産 9,480,448千円 9,529,720千円
 

 

＊２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

建物及び構築物 821,149千円 810,876千円

コース勘定 3,027,488千円 3,027,488千円

土地 2,134,616千円 2,134,616千円

その他 321,201千円 321,201千円

 計 6,304,456千円 6,294,183千円
 

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

長期借入金（注） 2,793,500千円 2,723,500千円
 

（注）長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

 
＊３ 会員預り金の返還請求者からの差押及びこれに関連して供託している資産は以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

預金 278千円 －千円
 

 

(中間連結損益計算書関係)

＊１ 固定資産除却損の内訳は、以下の通りであります。

 

 
前中間連結会計期間

(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

工具器具備品 7千円 －千円

車両運搬具 －千円 0千円

 計 7千円 0千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日)

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
増加株式数(株) 減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 60,000 ― ― 60,000

 Ａ種優先株式 10,301 ― ― 10,301

 Ｂ種優先株式 2,010 ― ― 2,010

合計 72,311 ― ― 72,311

自己株式     

 Ａ種優先株式 470 29 ― 499

 Ｂ種優先株式 97 6 ― 103

合計 567 35 ― 602
 

(注) Ａ種優先株式の自己株式の株式数には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分（当

中間連結会計期間末16株）が含まれております。

(変動事由の概要)

自己株式の増加は、無償取得による増加35株(Ａ種優先株式29株及びＢ種優先株式６株)であります。

 

当中間連結会計期間(自 令和４年１月１日 至 令和４年６月30日)

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数(株)
増加株式数(株) 減少株式数(株)

当中間連結会計期間末
株式数(株)

発行済株式     

 普通株式 60,000 ― ― 60,000

 Ａ種優先株式 10,301 ― ― 10,301

 Ｂ種優先株式 2,010 ― ― 2,010

合計 72,311 ― ― 72,311

自己株式     

 Ａ種優先株式 518 5 ― 523

 Ｂ種優先株式 111 3 ― 114

合計 629 8 ― 637
 

(注) Ａ種優先株式の自己株式の株式数には、持分法適用関連会社が保有する自己株式（当社株式）の当社帰属分（当

中間連結会計期間末16株）が含まれております。

(変動事由の概要)

自己株式の増加は、無償取得による増加８株(Ａ種優先株式５株及びＢ種優先株式３株)であります。

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

＊１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

 

 
前中間連結会計期間

(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

現金及び預金勘定 1,001,141千円 1,278,181千円

拘束されている預金 △205千円 －千円

現金及び現金同等物 1,000,935千円 1,278,181千円
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(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

　(借主側)

　所有権移転ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

ゴルフ場におけるコース整備機械であります。

② リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

ゴルフ場におけるコース整備機械等であります。

②  リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

１．金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
　

前連結会計年度(令和３年12月31日)　

 
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券(※３) 66,056 66,056 ―

(2) 長期貸付金 103,575   

    長期未収入金 244,702   

    貸倒引当金(※４) △344,277   

 4,000 4,000 ―

 資産計 70,056 70,056 ―

(1) 長期借入金(※５) 3,123,500 3,132,888 9,388

 負債計 3,123,500 3,132,888 9,388
 

(※１)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

(※２)　「受取手形及び売掛金」、「営業未収入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※３)　「(1)投資有価証券」には、市場価格のない株式等は含まれておりません。また、「関係会社ゴルフ会員権」

は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の

とおりであります。

区分 前連結会計年度(千円)

投資有価証券（非上場株式） 137

関係会社ゴルフ会員権 1,404,315
 

(※４)　「長期貸付金」及び「長期未収入金」については、貸倒引当金を控除しております。なお、控除後の残高は

「長期貸付金」であります。

(※５)　「長期借入金」には、「1年内返済予定の長期借入金」を含めて表示しております。

(※６)　「会員預り金」については、会員の退会に応じて返還されるものであるため、短期間で返還する場合と同様

に時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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当中間連結会計期間(令和４年６月30日)　

 
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 投資有価証券(※３) 72,877 72,877 ―

(2) 長期貸付金 103,575   

   長期未収入金 244,702   

   貸倒引当金(※４) △344,277   

 4,000 4,005 5

 資産計 76,877 76,882 5

(1) 長期借入金(※５) 3,053,000 3,082,336 29,336

(2) 長期未払金 536,546 536,420 △125

 負債計 3,589,546 3,618,757 29,210
 

(※１)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似

するものであることから、記載を省略しております。

(※２)　「受取手形及び売掛金」、「営業未収入金」、「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済

されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※３)　「(1)投資有価証券」には、市場価格のない株式等は含まれておりません。また、「関係会社ゴルフ会員権」

は、市場価格のない株式等であるため、記載しておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額は以

下のとおりであります。

区分 当中間連結会計期間(千円)

投資有価証券（非上場株式） 137

関係会社ゴルフ会員権 1,404,315
 

(※４)　「長期貸付金」及び「長期未収入金」については、貸倒引当金を控除しております。なお、控除後の残高は

「長期貸付金」であります。

(※５)　「長期借入金」には、「1年内返済予定の長期借入金」を含めて表示しております。

(※６)　「会員預り金」については、会員の退会に応じて返還されるものであるため、短期間で返還する場合と同様

に時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品

当中間連結会計期間(令和４年６月30日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 72,877 － － 72,877

資産計 72,877 － － 72,877
 

 
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当中間連結会計期間(令和４年６月30日)

区分
時価(千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金  4,005  4,005

資産計 － 4,005 － 4,005

長期借入金  3,082,336  3,082,336

長期未払金  536,420  536,420

負債計 － 3,618,757 － 3,618,757
 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレ

ベル１の時価に分類しております。

 
長期貸付金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債権の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
長期借入金

これらの時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに信用スプレッドを上乗せした

利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 
長期未払金

これらの時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回りに基づいた利率を基に割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(有価証券関係)

１ その他有価証券

前連結会計年度(令和３年12月31日)

 

区分 種類
連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1) 株式 66,056 59,594 6,462

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 66,056 59,594 6,462

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1) 株式 ― ― ―

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 66,056 59,594 6,462
 

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額137千円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その

他有価証券」には含めておりません。

 
当中間連結会計期間(令和４年６月30日)

 

区分 種類
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
取得原価
(千円)

差額
(千円)

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるもの

(1) 株式 72,877 59,594 13,283

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 72,877 59,594 13,283

中間連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えないもの

(1) 株式  ― ― ―

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 72,877 59,594 13,283
 

(注) 非上場株式(中間連結貸借対照表計上額137千円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。
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(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

(資産除去債務関係)

１．当社グループのゴルフ場土地賃貸借契約の一部には、原状回復義務の条項が付帯されておりますが、当社グ

ループは、ゴルフ場事業から撤退する計画がないため、当該契約を自動更新契約としております。

また、当該契約対象の土地は、ゴルフ場以外の利用が困難であることから、契約解除となる蓋然性が極めて

低いと考えております。

従って、当該契約の継続期間を合理的に見積もることができないため、当該債務に見合う資産除去債務を計

上しておりません。

 

２．当社の本社オフィスの不動産賃貸借契約には、原状回復義務の条項が付帯されておりますが、当社は将来本

社を移転する計画がないため、当該契約を自動更新契約としております。

従って、当該資産の使用期間が明確でなく、当該契約に基づく資産除去債務を合理的に見積もることができ

ないため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

 

(収益認識関係)

１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当中間連結会計期間（自　令和４年１月１日　至　令和４年６月30日）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりです。

 当中間連結会計期間（千円）

営業収入 1,671,942

名義書換手数料 50,550

年会費収入 118,711

商品売上高 108,830

その他収入 1,229

顧客との契約から生じる収益 1,951,263

外部顧客への売上高 1,951,263
 

 
２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４.会計方針に関する事項　(５)重要な収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

 
３. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期

間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

（1）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高

 当中間連結会計期間（千円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 173,483

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 143,273

契約負債（期首残高） 162,659

契約負債（期末残高） 127,497
 

　契約負債は、主として年会費に係る前受収益であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

　当中間連結会計期間に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、162,659千円で

あります。

 
（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客と
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の契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ゴルフ場の経営及びこれに付帯する事業を営む単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。

 

【関連情報】

前中間連結会計期間(自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載してお

りません。

 

当中間連結会計期間(自 令和４年１月１日 至 令和４年６月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載

を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載してお

りません。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 

項目
前連結会計年度

(令和３年12月31日)
当中間連結会計期間
(令和４年６月30日)

(1) １株当たり純資産額(Ａ法) 50,005円07銭 52,009円58銭

(算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 3,584,463 3,727,734

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,584,463 3,727,734

期末の普通株式数(普通株式と同等の株式を含む)
(株)

71,682 71,674

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

期末の優先株式数(株) 11,682 11,674

(2) １株当たり純資産額(Ｂ法) 0円00銭 0円00銭

  (算定上の基礎)   

純資産の部の合計額(千円) 3,584,463 3,727,734

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 3,584,463 3,727,734

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 0 0

期末の普通株式数(株) 60,000 60,000

(3) １株当たり優先分配相当額   

Ａ種優先株式 327,574円74銭 342,455円97銭

Ｂ種優先株式 200,000円00銭 200,000円00銭
 

(注) １．１株当たり純資産額(Ａ法)については、純資産額を普通株式と優先株式の発行済株式数の合計で除して算出

しております。

２．１株当たり純資産額(Ｂ法)については、純資産額から普通株主に帰属しないと認められる額を控除した額

を、普通株式の発行済株式数で除して算出しております。

なお、普通株主に帰属しないと認められる額は、「(3) １株当たり優先分配相当額」をご参照下さい。

 

項目
前中間連結会計期間

(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

(4) １株当たり中間純利益 1,276円24銭 1,903円62銭

  (算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益(千円) 91,539 136,449

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益
(千円)

91,539 136,449

普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の
期中平均株式数(株)

71,726 71,679

普通株式の期中平均株式数(株) 60,000 60,000

優先株式の期中平均株式数(株) 11,726 11,679
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

33/49



 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 886,912 839,507

  売掛金 64,263 50,276

  営業未収入金 4,000 4,398

  棚卸資産 8,328 8,419

  関係会社短期貸付金 2,975,063 2,939,669

  未収入金 6,528 1,444

  関係会社未収入金 1,495,261 1,496,502

  その他 14,489 5,494

  貸倒引当金 △1,931,110 △1,939,563

  流動資産合計 3,523,735 3,406,148

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース資産（純額） 57,412 54,684

   その他（純額） ※1  73,073 ※1  78,637

   有形固定資産合計 130,486 133,322

  無形固定資産 550 490

  投資その他の資産   

   投資有価証券 66,056 72,877

   関係会社ゴルフ会員権 5,296,619 5,296,619

   長期貸付金 103,575 103,575

   長期未収入金 194,622 194,622

   その他 181,642 181,805

   貸倒引当金 △294,197 △294,197

   投資その他の資産合計 5,548,317 5,555,301

  固定資産合計 5,679,353 5,689,113

 資産合計 9,203,088 9,095,262
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 42,187 25,472

  1年内返済予定の長期借入金 ※1  120,000 ※1  120,000

  リース債務 16,860 18,405

  未払金 349,821 254,284

  関係会社未払金 920,471 968,953

  未払法人税等 97,435 42,537

  賞与引当金 3,603 4,424

  その他 ※2  283,916 ※2  258,471

  流動負債合計 1,834,296 1,692,550

 固定負債   

  長期借入金 ※1  2,673,500 ※1  2,603,500

  リース債務 46,005 40,441

  退職給付引当金 73,746 73,374

  債務保証損失引当金 362,487 344,759

  長期未払金 27,313 37,403

  固定負債合計 3,183,052 3,099,477

 負債合計 5,017,348 4,792,028

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 100,000 100,000

  資本剰余金   

   資本準備金 2,529,000 2,529,000

   その他資本剰余金 1,391,928 1,391,928

   資本剰余金合計 3,920,928 3,920,928

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 158,349 269,022

   利益剰余金合計 158,349 269,022

  株主資本合計 4,179,278 4,289,951

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 6,462 13,283

  評価・換算差額等合計 6,462 13,283

 純資産合計 4,185,740 4,303,234

負債純資産合計 9,203,088 9,095,262
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② 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

売上高 1,717,247 1,949,311

売上原価 1,433,613 1,646,969

売上総利益 283,634 302,342

販売費及び一般管理費 151,159 147,218

営業利益 132,474 155,123

営業外収益   

 受取利息 36 37

 受取配当金 718 861

 債務保証損失引当金戻入額 40,061 17,727

 関係会社賃貸収入 3,506 -

 その他 1,348 1,992

 営業外収益合計 45,670 20,619

営業外費用   

 支払利息 12,760 13,254

 貸倒引当金繰入額 36,103 8,452

 その他 110 825

 営業外費用合計 48,973 22,532

経常利益 129,171 153,210

特別損失   

 固定資産除却損 - 0

 特別損失合計 - 0

税引前中間純利益 129,171 153,210

法人税、住民税及び事業税 19,848 42,537

中間純利益 109,322 110,672
 

EDINET提出書類

株式会社山田クラブ２１(E04731)

半期報告書

37/49



③ 【中間株主資本等変動計算書】

　前中間会計期間(自 令和３年１月１日　至 令和３年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 2,529,000 1,391,928 3,920,928 △104,660 △104,660 3,916,268

当中間期変動額        

中間純利益     109,322 109,322 109,322

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

       

当中間期変動額合計 - - - - 109,322 109,322 109,322

当中間期末残高 100,000 2,529,000 1,391,928 3,920,928 4,661 4,661 4,025,590
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 13,426 13,426 3,929,694

当中間期変動額    

中間純利益   109,322

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

15,006 15,006 15,006

当中間期変動額合計 15,006 15,006 124,328

当中間期末残高 28,432 28,432 4,054,023
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　当中間会計期間(自 令和４年１月１日　至 令和４年６月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他

資本剰余金
資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 2,529,000 1,391,928 3,920,928 158,349 158,349 4,179,278

当中間期変動額        

中間純利益     110,672 110,672 110,672

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

       

当中間期変動額合計 - - - - 110,672 110,672 110,672

当中間期末残高 100,000 2,529,000 1,391,928 3,920,928 269,022 269,022 4,289,951
 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 6,462 6,462 4,185,740

当中間期変動額    

中間純利益   110,672

株主資本以外の項目

の当中間期変動額

（純額）

6,821 6,821 6,821

当中間期変動額合計 6,821 6,821 117,493

当中間期末残高 13,283 13,283 4,303,234
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)

 
(2) 棚卸資産

① 商品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

② 貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

 
２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 
３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき中間会計期間負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上し

ております。
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４．重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な業務における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

(1) 営業収入等

　顧客へのゴルフ場利用等に係るサービスの対価については、顧客から受け取るグリーンフィ等の総額をサー

ビス利用時に収益として認識し、また、ゴルフ用品や飲料などの販売による対価については、当該商品を顧客

に引き渡した時点で収益を認識しております。

(2) 名義書換手数料

名義書換手数料については、名義書換等により会員資格を付与するものであり、入金後名義書換等の手続完了

時に収益として認識しております。

(3) 年会費収入

　年会費収入については、当該年会費に対応した期間にわたり収益を認識しております。

 
５．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 
（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用

については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期

首残高へ与える影響はありません。また、当中間会計期間の損益に与える影響はありません。

なお、収益認識会計基準第89－３項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間

会計期間に係る比較情報については記載しておりません。

 
（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企

業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定め

る新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありませ

ん。
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(中間貸借対照表関係)

＊１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

有形固定資産 その他 20,493千円 20,064千円
 

 

担保付債務は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(令和３年12月31日)
当中間会計期間

(令和４年６月30日)

長期借入金 2,793,500千円 2,723,500千円
 

（注）長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

 
＊２ 消費税等の取扱い

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

(中間損益計算書関係)

減価償却実施額

 

 
前中間会計期間

(自 令和３年１月１日
　至 令和３年６月30日)

当中間会計期間
(自 令和４年１月１日
　至 令和４年６月30日)

有形固定資産 10,232千円 11,265千円

無形固定資産 －千円 60千円
 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載してお

りません。

なお、市場価格のない株式等である子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は以

下のとおりです。

  (単位：千円)

区分 前事業年度(令和３年12月31日) 当中間会計期間(令和４年６月30日)

子会社株式 125,000 125,000

関連会社株式 － －

計 125,000 125,000
 

 

(収益認識関係)

　「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項（収

益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度(第24期)(自 令和３年１月１日 至 令和３年12月31日)令和４年３月31日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

令和４年９月30日

株式会社山田クラブ２１

取締役会 御中

 
東日本監査法人
　東京都千代田区
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 篠   原   重   男  

 

 

中間監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社山田クラブ２１の令和４年１月１日から令和４年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（令和

４年１月１日から令和４年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社山田クラブ２１及び連結子会社の令和４年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（令和４年１月１日から令和４年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのそ

の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸

表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企

業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要

性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監

査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、 中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続

の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基

づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報

の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中

間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証

拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 
 

※１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

令和４年９月30日

株式会社山田クラブ２１

取締役会 御中

東日本監査法人
　東京都千代田区
 

 
代表社員

業務執行社員
 公認会計士 篠   原   重   男  

 

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社山田クラブ２１の令和４年１月１日から令和４年12月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（令和４

年１月１日から令和４年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主

資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社山田クラブ２１の令和４年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（令和４

年１月１日から令和４年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 
中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、

我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に

又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断

される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的

専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一

部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、

分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に

関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する

注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財

務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が

基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

 

※１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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